
審決

無効２０１２－８０００７６

東京都中央区日本橋小伝馬町１３－５ アソルティビル１０階
請求人 株式会社 ＪＫスクラロースジャパン

東京都港区六本木６－１０－１ 六本木ヒルズ森タワー２３階 ＴＭＩ総合法律
事務所
代理人弁理士 稲葉 良幸

東京都港区六本木６丁目１０番１号 六本木ヒルズ森タワー２３階
代理人弁理士 小林 綾子

東京都港区六本木６－１０－１ 六本木ヒルズ森タワー２３階 ＴＭＩ総合法律
事務所
代理人弁理士 赤堀 龍吾

東京都港区六本木６－１０－１ 六本木ヒルズ森タワー２３階 ＴＭＩ総合法律
事務所
代理人弁理士 斉藤 直彦

東京都千代田区内幸町２丁目２番１号 日本プレスセンタービル６階 小笠原六
川国際総合法律事務所
代理人弁護士 小笠原 耕司

東京都千代田区内幸町２丁目２番１号 日本プレスセンタービル６階 小笠原六
川国際総合法律事務所
代理人弁護士 松野 英

東京都千代田区内幸町２丁目２番１号 日本プレスセンタービル６階 小笠原六
川国際総合法律事務所
代理人弁護士 片倉 秀次

東京都港区六本木６－１０ー１ 六本木ヒルズ森タワー２３階 ＴＭＩ総合法律
事務所
復代理人弁理士 田中 智典

東京都千代田区内幸町２丁目２番１号 日本プレスセンタービル６階 小笠原六
川国際総合法律事務所
復代理人弁護士 田村 有加吏

東京都千代田区内幸町２丁目２番１号 日本プレスセンタービル６階 小笠原六
川国際総合法律事務所
復代理人弁護士 山崎 臨在

大阪府豊中市三和町１丁目１番１１号
被請求人 三栄源エフ・エフ・アイ 株式会社

大阪府大阪市中央区道修町一丁目７番１号
代理人弁理士 特許業務法人三枝国際特許事務所

大阪府大阪市北区堂島２丁目２番２号 近鉄堂島ビル１９階 桜橋法律事務所
代理人弁理士 田中 千博



大阪府大阪市北区堂島２丁目２番２号 近鉄堂島ビル１９階 桜橋法律事務所
代理人弁理士 溝内 伸治郎

東京都港区赤坂２丁目１０番５号 赤坂日ノ樹ビル８階 小林・弓削田法律事務
所
代理人弁護士 小林 幸夫

東京都港区赤坂２丁目１０番５号 赤坂日ノ樹ビル８階 小林・弓削田法律事務
所
代理人弁護士 坂田 洋一

　上記当事者間の特許第３９３８９６８号「渋味のマスキング方法」の特許
無効審判事件についてされた平成２５年　５月１６日付け審決に対し、知的
財産高等裁判所において審決取消の判決（平成２５年（行ケ）第１０１７２
号平成２６年　３月２６日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次
のとおり審決する。

結　論
　訂正を認める。
　特許第３９３８９６８号の請求項１に係る発明についての特許を無効とす
る。
　審判費用は、被請求人の負担とする。

理　由
第１　手続の経緯
１　本件特許第３９３８９６８号の請求項１に係る発明（以下「本件特許発
明」という。）についての出願は、平成９年３月１７日に特許出願され、平
成１９年４月６日にその発明について特許権の設定がされた。
２　これに対し、請求人・株式会社ＪＫスクラロースジャパンは、平成２４
年５月１０日付けの審判請求書を提出し、「特許第３９３８９６８号の特許
を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、」との審決を求め、甲第
１～７号証を提出し、本件特許発明は、特許法第２９条第２項の規定に違反
してなされたものであり、また、特許法第３６条第４項及び第６項第１号に
規定された要件を満たしていないため、特許法第１２３条第１項第２号及び
同項第４号に該当し、無効とすべきであると主張した。
３　被請求人・三栄源エフ・エフ・アイ株式会社は、平成２４年７月３０日
付けの訂正請求書（以下、この訂正請求書を「第１訂正請求書」、この訂正
請求書による訂正を「第１訂正請求」という。）と答弁書（以下「第１答弁
書」という。）を提出し、「本件審判の請求は、成り立たない、審判費用は
請求人の負担とする、」との審決を求め、上記請求人の主張する無効理由は
理由がない旨主張した。
４　請求人から平成２４年９月６日付け弁駁書（以下「第１弁駁書」とい
う。）が提出され、第１訂正請求は、特許法第１３４条の２第１項ただし書
第３号の要件に適合せず、特許法第１３４の２第５項で準用する特許法第
１２６条第３項乃至第５項の規定にも適合しないので、認められるものでは
ない旨、及び、仮に認められるとしても、訂正後の特許発明は、特許法第
３６条第６項第２号に規定された要件を満たしていないため、また、当初か
ら無効理由とされている特許法第３６条第４項、同条第６項第１号、同法第
２９条第２項に違反するので、無効とすべきであると主張した。
５　この請求の理由の補正は、平成２４年９月１３日付けの補正許否の決定
により許可され、答弁指令がなされた。それに応答し、被請求人は、平成
２４年１０月１８日付けの答弁書（以下「第２答弁書」という。）を提出し
た。



６　被請求人より平成２５年２月１５日付け口頭審理陳述要領書が提出さ
れ、請求人より平成２５年２月１５日付け口頭審理陳述要領書が提出され
た。
７　平成２５年３月１日に特許庁において口頭審理が行われ、本件審理は、
以後書面審理とすることが通知された。その後、平成２５年４月１８日付け
で審理終結が通知され、請求人より、平成２５年５月１０日付けの上申書が
提出された。
８　そして、平成２５年５月１６日付けで、「請求のとおり訂正を認める。
本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」と
の審決（以下「第１次審決」という。）がなされたところ、請求人は、平成
２５年６月２１日に審決取消訴訟を提起し、知的財産高等裁判所において平
成２５年（行ケ）第１０１７２号として審理された結果、平成２６年３月
２６日付けで審決を取り消す旨の判決（以下「取消判決」という。）が言い
渡された。
９　その後、被請求人は、平成２６年４月７日に、審決を取り消す旨の判決
（知財高裁平成２５年（行ケ）第１０１７２号）に対して、上告受理申立を
行ったが、平成２６年７月１１日に上告受理申立不受理の決定がなされた。
１０　被請求人より平成２６年７月１７日に、訂正請求申立がなされ、平成
２６年７月３１日付けで訂正請求のための期間指定通知がなされ、被請求人
より平成２６年８月１４日付けの訂正請求書（以下、この訂正請求書を「第
２訂正請求書」、この訂正請求書による訂正請求を「第２訂正請求」とい
う。）の提出がなされた。
１１　請求人より平成２６年１０月６日付けの弁駁書（以下「第２弁駁書」
という。）の提出がなされた。
１２　平成２６年１１月２０日付けで「訂正を認める。特許第
３９３８９６８号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。審判
費用は、被請求人の負担とする。」との審決の予告がなされた。
１３　被請求人より平成２７年１月２６日付けの訂正請求書（以下、この訂
正請求書を「本件訂正請求書」、この訂正請求書による訂正請求を「本件訂
正請求」という。）が提出がなされた。
１４　これに対して、請求人より平成２７年３月５日付けの弁駁書（以下
「第３弁駁書」という。）の提出がなされたものである。

　なお、上記５の補正許否の決定では、第１訂正請求により「スクラロース
を、該飲料の０．００１２～０．００３重量％の範囲であって、甘味を呈さ
ない量用いる」とする訂正により生じた新たな無効理由として、特許法第
３６条第６項第２号を追加することが許可されている。
　また、第２訂正請求がなされることにより第１訂正請求が、本件訂正請求
がなされることにより第２訂正請求が、それぞれ特許法第１３４条の２第６
項の規定により取り下げられたものとみなされる。
　
第２　訂正請求の内容
１　訂正事項
　本件訂正請求は、本件特許明細書（以下「訂正前明細書」という。）を平
成２７年１月２６日付けで提出した訂正請求書に添付した訂正明細書（以下
「訂正後明細書」という。）のとおりに訂正するものであり、次の訂正事項
１ないし６をその内容とするものである。　
（１－１）訂正事項１
　訂正前明細書中の特許請求の範囲の
　「【請求項１】　茶、紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料
に、スクラロースを、該飲料の０．００１２～０．００３重量％用いること
を特徴とする渋味のマスキング方法。」を、
　「【請求項１】　ウーロン茶、緑茶、紅茶及びコーヒーから選択される渋
味を呈する飲料に、スクラロースを、甘味を呈さない範囲の量であって、且
つ該飲料の０．００１２～０．００３重量％用いることを特徴とする渋味の
マスキング方法。」と訂正する。
　



（１－２）訂正事項２
　訂正前明細書の段落【０００８】における「その結果、高甘味度甘味剤
が、甘味の閾値以下の量で意外にも過剰な渋味を減少又は緩和させ、さらに
総合的な味を何ら損なうことがないことを見い出し」の記載を下記のように
訂正する。
「その結果、スクラロースが、甘味の閾値以下の量で意外にも過剰な渋味を
減少又は緩和させ、さらに総合的な味を何ら損なうことがないことを見い出
し」
　
（１－３）訂正事項３
　訂正前明細書の段落【０００９】における「この発明によれば、渋味を呈
する製品に、スクラロースを甘味の閾値以下の量であって、該甘味の閾値の
１／１００以上の量で用いることを特徴とする渋味のマスキング方法が提供
される。」の記載の後ろに、下記の記載を挿入する。
「具体的には、本発明は、ウーロン茶、緑茶、紅茶及びコーヒーから選択さ
れる渋味を呈する飲料に、スクラロースを、甘味を呈さない範囲の量であっ
て、且つ該飲料の０．００１２～０．００３重量％用いることを特徴とする
渋味のマスキング方法である。」
　
（１－４）訂正事項４
　訂正前明細書の段落【００１９】における「スクラロース０．００１４部
又はアスパルテーム０．００３５部を水にて合計１００部とする。」の記載
中、「又はアスパルテーム０．００３５部」の記載を削除する。
　
（１－５）訂正事項５
　訂正前明細書の段落【００２０】における「スクラロース０．００３部又
はＳＫスイートＺ－３）（酵素処理ステビア、日本製紙株式会社
製）０．０１部を水にて合計１００部とする。」の記載中、「又はＳＫス
イートＺ－３）（酵素処理ステビア、日本製紙株式会社製）０．０１部」の
記載を削除する。
　 　
（１－６）訂正事項６
　訂正前明細書の段落【００２１】における「スクラロース０．００１６部
又はＳＫスイートＺ－３（酵素処理ステビア、日本製紙株式会社
製）０．００５部を水にて合計１００部とする。」の記載中、「又はＳＫス
イートＺ－３（酵素処理ステビア、日本製紙株式会社製）０．００５部」の
記載を削除する。
　なお、本件訂正請求書の請求の理由の「３．訂正事項（３－６）訂正事項
６」において、「スクラロース０．００１６部又はＳＫスイートＺ－３）
（酵素処理ステビア、日本製紙株式会社製）０．００５部を水にて合計
１００部とする。」とあるのは、「スクラロース０．００１６部又はＳＫス
イートＺ－３（酵素処理ステビア、日本製紙株式会社製）０．００５部を水
にて合計１００部とする。」の誤記、「又はＳＫスイートＺ－３）（酵素処
理ステビア、日本製紙株式会社製）０．００５部」とあるのは、「又はＳＫ
スイートＺ－３（酵素処理ステビア、日本製紙株式会社製）０．００５部」
の誤記としてそれぞれ認めた。
　
第３　訂正の適否
１　訂正事項１について
　この訂正事項１は、「茶」について、その種類を「ウーロン茶、緑茶」に
限定するともに、飲料に入れるスクラロースの量を、「該飲料の
０．００１２～０．００３重量％」から、「甘味を呈さない範囲の量であっ
て、且つ該飲料の０．００１２～０．００３重量％」に訂正するものであ
り、成分割合の範囲を更に減縮するものである。
　この訂正後の「甘味を呈さない範囲の量であって、且つ」は、訂正前明細
書（特許公報）の段落【０００８】の「高甘味度甘味剤が、甘味の閾値以下



の量で意外にも過剰な渋味を減少又は緩和させ」との記載、段落
【０００９】の「この発明によれば、渋味を呈する製品に、スクラロースを
甘味の閾値以下の量であって、該甘味の閾値の１／１００以上の量で用いる
ことを特徴とする渋味のマスキング方法が提供される。」との記載、段落
【００１３】における「本願における甘味の閾値以下の量とは、甘味を呈さ
ない範囲の量であればよい。」との記載、段落【００１４】の「渋味を呈す
る製品に１又は２種以上の高甘味度甘味剤を用いる方法としては、上述の甘
味の閾値以下の量の高甘味度甘味剤（２種以上の混合物の場合には、合計の
量で甘味閾値以下となる量）を、渋味を呈する製品に均一に添加できる方法
である限り、特に限定されない。」との記載及び段落【００１７】の「各種
甘味量を閾値以下で」との記載に基づくものであるといえる。
　そして、単に「該飲料の０．００１２～０．００３重量％」との特定で
は、その甘味を呈さない範囲を外れる場合があり得るところ、前述のとおり
出願当初から渋味のマスキングに際し配合するスクラロースの量は甘味の閾
値以下、すなわち、甘味を呈さない範囲の量で用いることが意図されていた
ことに鑑み、その「甘味を呈さない範囲の量であって、且つ」と特定するこ
とにより、「該飲料の０．００１２～０．００３重量％」の範囲を減縮した
ものである。
　そうすると、訂正事項１は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであ
る。
　そして、この訂正事項１は、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲
内においてするものであり、また、特許請求の範囲を実質上拡張又は変更す
るものでもないことは明らかである。

２　訂正事項２について
　訂正事項２は、「高甘味度甘味剤」を、その具体例である「スクラロー
ス」に限定するものであり、特許請求の範囲に特定されたスクラロースを用
いた発明に必ずしも一致しない不明瞭な記載について、明確にし釈明するも
のと認められ、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
　そして、訂正事項２は、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内に
おいてするものであり、また、特許請求の範囲を実質上拡張又は変更するも
のでもないことは明らかである。
　 　
３　訂正事項３について
　訂正事項３は、訂正前明細書の記載を特許請求の範囲の記載に整合させる
ためのものであり、特許請求の範囲に特定される発明の説明を追加したもの
であり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
　そして、訂正事項３は、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内に
おいてするものであり、また、特許請求の範囲を実質上拡張又は変更するも
のでもないことは明らかである。
　 　
４　訂正事項４～６について
　訂正事項４～６は、実施例２、３、４において、訂正前明細書においてス
クラロースとの選択肢であった本件特許発明に関係しない「アスパルテー
ム」と「ＳＫスイートＺ－３（酵素処理ステビア、日本製紙株式会社製）」
についての記載を、その配合量の記載とともに削除するものであって、明瞭
でない記載の釈明に相当する。
　してみると、これら訂正事項４～６は、願書に添付した明細書に記載した
事項の範囲内においてするものであり、また、特許請求の範囲を実質上拡張
又は変更するものでもないことは明らかである。
　
５　小括
　したがって、本件訂正は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号又
は第３号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第９項の規定によって準用す
る特許法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合するので、本件訂正を認
める。



第４　訂正後の特許発明
　以上のとおり、本件訂正が認められることから、訂正後の特許請求の範囲
の請求項１に特定される特許発明（以下「訂正特許発明」という。）は、次
のとおりである。

「【請求項１】　ウーロン茶、緑茶、紅茶及びコーヒーから選択される渋味
を呈する飲料に、スクラロースを、甘味を呈さない範囲の量であって、且つ
該飲料の０．００１２～０．００３重量％用いることを特徴とする渋味のマ
スキング方法。」

第５　当事者の主張及び提出した証拠
１　請求人の主張
　「特許第３９３８９６８号の特許を無効とする、審判費用は被請求人の負
担とする、」との審決を求め、訂正特許発明について、下記２に示した証拠
方法を提出するとともに、次に示す無効理由を主張している。無効理由につ
いて、これまでの主張を整理すると次のとおりである。

１－１　無効理由１（特許法第１２３条第１項第４号）
　訂正特許発明の「甘味を呈さない範囲の量であって、且つ該飲料の
０．００１２～０．００３重量％」は、第１訂正請求の訂正事項のうち「該
飲料の０．００１２～０．００３重量％の範囲であって、甘味を呈さない
量」と同様であり、前者の「甘味を呈さない範囲の量」は、後者の「甘味を
呈さない量」と同義である。
　したがって、「甘味を呈さない範囲の量」に関して、その範囲が一義的に
決定されるような定義や具体的な測定方法が訂正後明細書中に記載されてお
らず、また、実施例においてもスクラロースの濃度が甘味を呈さない範囲の
量であることは一切記載されていないことから、訂正特許発明の「甘味を呈
さない範囲の量」という記載は不明確である。
　そして、「甘味を呈さない量」については、上記取消判決において、特許
法第３６条第６項第２号の明確性の要件を満たさないと判示されていて、上
記取消判決は、行政事件訴訟法第３３条第１項の規定により、本件特許無効
審判事件について、審判合議体を拘束するものである。
　したがって、訂正特許発明が、「甘味を呈さない範囲の量」という発明特
定事項を有する点で明確でないことは明らかである。
　よって、特許法第３６条第６項第２号の要件を満たしていない。

１－２　無効理由２（特許法第１２３条第１項第４号）
　上記訂正事項１によっても、抽出条件などについて、なんら特定のない
茶、紅茶及びコーヒーの各飲料において、どの程度の量のスクラロースを添
加すれば渋味がマスキングされるのかということは不明であり、スクラロー
スをウーロン茶、緑茶、紅茶及びコーヒーの各飲料の
０．００１２～０．００３重量％用いた全ての範囲で渋味がマスキングされ
ているということはできない。
　訂正後明細書において、各飲料（ウーロン茶、緑茶、コーヒー、紅茶）毎
に１種の実施例が記載されているだけであり、各飲料において他の種類や抽
出条件においても、同様にスクラロースを０．００１２～０．００３重量％
用いた範囲で渋味がマスキングされていることまでは記載されていない。
　よって、特許法第３６条第６項第１号の要件を満たしていない。

１－３　無効理由３（特許法第１２３条第１項第４号）
　訂正後明細書の実施例に記載された条件以外の各種条件により得られた全
ての飲料について、「飲料に対して０．００１２～０．００３重量％のスク
ラロース」により製品の物性に影響を及ぼさずに、過剰な渋味がマスキング
できることは明らかでなく、どの程度の量のスクラロースを添加すれば、そ
のような作用効果を奏するのか、当業者が訂正後明細書の記載内容及び出願
時の技術常識を考慮しても、当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤や複



雑高度な実験等を必要とするものである。さらに、上記無効理由１－１で述
べたことも根拠として、訂正後明細書が訂正特許発明を当業者が容易になし
得る程度に記載されてものではない。
　よって、特許法第３６条第４項第１号の要件を満たしていない。

　なお、無効理由１及び３に関して、被請求人は、これまで「甘味を呈さな
い量」であるか否かを判断する測定法は「極限法」である旨主張してきた
が、本件訂正請求に際して、「２点試験法」によって明確に行うことができ
る旨を、乙第２５号証及び乙第２６号証の提出とともに主張することは、時
機に後れた提出に関して、故意又は少なくとも重大な過失があり、審理の著
しい遅延につながるものであるから、かかる主張及び証拠の提出は却下され
るべきである。

１－４　無効理由４（特許法第１２３条第１項第２号）
　訂正特許発明は、甲第１～７号証に記載の発明に基いて、その出願前に当
業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２
項の規定により特許を受けることができない。
　
２　そして、証拠方法として、下記甲第１号証～甲第１７号証が提出されて
いる。
　なお、甲第１号証～甲第７号証は、無効審判請求書に、甲第８号証と甲第
９号証は平成２４年９月６日付け弁駁書に、甲第１０号証と甲第１１号証
は、平成２５年２月１５日付け口頭審理陳述要領書に、甲第１２号証～甲第
１６号証は、平成２６年１０月６日付け弁駁書に、甲第１７号証は、平成
２７年３月５日付け弁駁書にそれぞれ添付されたものである。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　記
甲第１号証　　「月刊　フードケミカル　１０」、（株）食品化学新聞社、
　　　　　　　昭和６０年１０月１日発行、表紙、４０～４７頁、１２７頁
甲第２号証　　特開平７－２７４８２９号公報
甲第３号証　　特開平４－２３９６５号公報
甲第４号証　　特開平３－２５１１６０号公報
甲第５号証　　特開昭５８－１６２２６０号公報
甲第６号証　　米国特許４，９１５，９６９号明細書、及びその抄訳
甲第７号証　　特開平２－１７７８７０公報
甲第８号証　　ビバリッジ　ジャパン，Ｎｏ．２１５，４３－４５頁（１
　　　　　　　９９９年第１１号）
甲第９号証　　ＣＡＮ．Ｊ．ＰＨＹＳＩＯＬ．ＰＨＡＲＭＡＣＯＬ．，ＶＯ
　　　　　　　Ｌ．７２，ｐ．４３５－４３９，（１９９４年発行）、及び
　　　　　　　その抄訳
甲第１０号証　日本食品化学学会誌，Ｖｏｌ ２（２），１９９５，ｐ１
　　　　　　　１０－１１４
甲第１１号証　日本食品分析センターによる官能評価の試験報告書　２０
　　　　　　　１２年１２月２０日
甲第１２号証　特開平８－２１４８４７号公報
甲第１３号証　特開平３－１２７９６０号公報
甲第１４号証　「食品と化学」、（株）食品と科学社、昭和５９年４月１０
　　　　　　　日発行、表紙、背表紙、９７～１０１頁
甲第１５号証　小磯博昭ら、「スクラロースの味覚特性と他の高甘味度甘味
　　　　　　　料との比較」、日本食品化学学会誌、Ｖｏｌ．２（２）、１
　　　　　　　９９５、１１０－１１４頁
甲第１６号証　知財高裁平成２４年（行ケ）第１００５７号審決取消請求事
　　　　　　　件判決
甲第１７号証　特開２００８－７２９８３号公報
　



３　被請求人の主張
　「本件審判の請求は、成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、」
との審決を求め、訂正特許発明について、下記４に示した証拠方法を提出
し、無効理由は有しないと主張している。これまでの主張を整理すると次の
とおりである。
　
３－１　無効理由１（特許法第１２３条第１項第４号）に対して
　スクラロースが甘味を呈するか呈さないかは、官能試験により分析評価し
て決定できる。スクラロースが甘味の呈さない量とは、飲料においてスクラ
ロースの量が甘味の閾値以下の量であることを意味する。スクラロースの甘
味の閾値は「極限法」等により決定できる。「極限法」等の閾値測定方法
は、これ以下の濃度では感じないが、これ以上の濃度では感じるといった、
甘味等の刺激を感じる境界値を決定する方法であり、訂正後明細書の試験例
１に記載する各種甘味料を閾値以下で使用する場合に、その使用量を決定す
るうえでは必要な方法であるものの、単に甘味を呈するか呈さないかといっ
た甘味の有無を評価するうえでは、必要な方法ではない。また、甘味を呈す
るか呈さないかの判断は、官能試験である２点試験法により、複数の専門パ
ネラーに、所定量のスクラロースを添加した飲料と添加していない飲料の二
つの試料を示し、どちらがより甘味が強いかを選び評価を行う。
　また官能試験は、製品の官能特性を、理化学的方法によらず、人間の感覚
器官を用いて感覚心理学的方法によって評価する試験であり、本件特許明細
書には明記していないものの、出願当時より汎用されている試験方法である
から、当業者であれば、出願当時の技術常識に基づいて容易に理解すること
ができる。
　よって、訂正特許発明は明確であり、特許法第３６条第６項第２号の規定
を充足しており、無効理由１を有しない。

３－２　無効理由２（特許法第１２３条第１項第４号）に対して
　渋味のマスキングにスクラロースを「甘味を呈さない範囲の量」用いるこ
とについては、訂正後明細書の段落【０００８】、【０００９】、
【００１４】、【００１５】及び【００１７】に記載されており、訂正特許
発明は、スクラロースをその甘味の閾値以下の量、「甘味を呈さない範囲の
量」で用いることで、ウーロン茶などの過剰な渋味を減少又は緩和させ、さ
らに総合的な味を損なわないとした発明である。
　試験例１において、スクラロースが甘味を呈さない量で、タンニンに由来
する渋味、つまり茶、紅茶及びコーヒーの渋味を、減少又は緩和することが
明記されている。
　実施例１には、スクラロースを０．００１２重量％濃度になるように配合
することで「茶の渋味がマスキングされたウーロン茶」が得られること、実
施例２には、スクラロースを０．００１４重量％濃度になるように配合する
ことで「強すぎる渋味がマスキングされた緑茶」が得られること、実施例３
には、スクラロースを０．００３重量％濃度に配合することで「渋味がマス
キングされた紅茶」が得られること、及び実施例４には、スクラロースを
０．００１６重量％濃度になるように配合することで「コーヒー特有の不快
な渋味がマスキングされたコーヒー」が得られることが記載されている。
　これらの実施例１～４には、いずれも上記スクラロースの配合量が、各飲
料において甘味を呈さない量であることの明記はないものの、訂正後明細書
の段落【０００８】には、「スクラロースが、甘味の閾値以下の量で意外に
も過剰な渋味を減少又は緩和させ、さらに総合的な味を何ら損なうことがな
いことを見い出し、本発明を完成するに至った」と記載され、同様に段落
【００１４】には、「渋味を呈する製品に１又は２種以上の高甘味度甘味剤
を用いる方法としては、上述の甘味の閾値以下の量の高甘味度甘味剤（２種
以上の混合物の場合には、合計の量で甘味閾値以下となる量）を、渋味を呈
する製品に均一に添加できる方法である限り、特に限定されない。」と記載
されていることなどから、訂正後明細書全体を参酌するに、訂正特許発明
は、スクラロースをその甘味を呈さない量用いて、飲料の渋味を減少又は緩
和（マスキング）することを大前提とした発明であると理解されるから、



ウーロン茶、緑茶、紅茶及びコーヒーに対してそれぞれスクラロースの渋味
マスキング効果を確認している実施例１－４も、当然にスクラロースを甘味
を呈さない量で用いられた実施例であると理解できる。これらの実施例を追
試した乙第１４号証の追試でも確認されている。
　そして、スクラロースを甘味を呈さない範囲の量であって、且つ
０．００１２～０．００３重量％の量用いることによって、スクラロースを
甘味を呈する量で使用されることにより、製品の物性などに影響を及ぼして
いる場合が除外され、訂正特許発明は、「製品の物性などに影響を及ぼさず
に過剰な渋味を減少又は緩和させる」という課題を解決するための効果を奏
している。
　したがって、訂正特許発明は、訂正後明細書の発明の詳細な説明に記載さ
れた範囲内のものであるから、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件
を充足するものである。　　
　また、審決の予告において、「スクラロースを茶、紅茶及びコーヒーの各
飲料の０．００１２～０．００３重量用いた全ての範囲で渋味がマスキング
されているということはできない。」との指摘に対して、特許請求の範囲
が、発明の詳細な説明に記載する範囲と対比して、前者の範囲が後者の範囲
を超えているか否かを必要且つ合目的な解釈手法によって判断すれば足りる
のであって、訂正後明細書の発明の詳細な説明に、スクラロースを各飲料の
０．００１２～０．００３重量用いた全ての範囲で渋味がマスキングされて
いることまでが裏付けを持って記載されている必要はない。具体例として、
実施例１－４の記載に基づけば、当業者であれば、渋味を呈する飲料（ウー
ロン茶、緑茶、紅茶及びコーヒー）に対して、スクラロースを「甘味を呈さ
ない範囲の量であって、且つ０．００１２～０．００３重量％」用いること
で、上記飲料の渋味が減少又は緩和（マスキング）されることは形式的に理
解することができる。

　よって、本件訂正特許発明は、特許法第３６条第６項第１号の規定を充足
していて、無効理由２を有しない。
　 　
３－３　無効理由３（特許法第１２３条第１項第４号）に対して
　訂正特許発明は、「ウーロン茶、緑茶、紅茶及びコーヒーから選択される
渋味を呈する飲料」に、「スクラロースを、甘味を呈さない範囲の量」且つ
「０．００１２～０．００３重量％」の条件を満たすスクラロースを添加す
ればよいのであって、発明を実施する態様は極めて明白簡明である。
　具体的には、対象とする飲料に、スクラロースを
「０．００１２～０．００３重量％」の範囲で添加し、当該スクラロースの
添加により「甘味が生じたか否か」（すなわち「甘味を呈さないか否か」）
及び「渋味が減少したか否か」を判断すれば足りる。
　「甘味が生じたか否か」（すなわち「甘味を呈さないか否か」）及び「渋
味が減少したか否か」の判断は、本出願前に既に当業界で確立されている官
能評価方法の識別試験法である、２点試験法により行うことができる。２点
試験法については、「スクラロース添加区」と「無添加区」に甘味の差を識
別できるとはいえない時、「刺激の存在又は二つの刺激の差異を識別できる
かできないかの境界となるような刺激の大きさ」を「閾値」ということから
（乙第７号証）、この時のスクラロースの添加量は、少なくとも閾値以下、
つまり「甘味を呈さない量」と結論づけることができる。
　このように、ウーロン茶、緑茶、紅茶及びコーヒーから選択される渋味を
呈する飲料に、スクラロースを０．００１２～０．００３重量％添加するこ
とにより「甘味が生じたか否か」（すなわち「甘味を呈さないか否か」）及
び「渋味が減少したか否か」は、当業界で確立されている官能評価方法に
よって明確に行うことができる。

　よって、訂正後明細書の発明の詳細な説明の記載は、特段の試行錯誤や複
雑高度な実験等を必要とすることなく、当業者が訂正特許発明の実施をする
ことができる程度に明確かつ十分に記載されたものであり、特許法第３６条
第４項第１号の規定を充足しており、無効理由３を有しない。



　
３－４　無効理由４（特許法第１２３条第１項第２号）に対して
　甲第１号証には、分子量２２０００の蛋白質である高甘味度甘味料「ソー
マチン」に不快な渋味を緩和する作用があること、特に紅茶に由来するタン
ニン酸の渋味をマスクして軽減すると共に、紅茶の香りを強調する効果があ
ることが記載されている（甲第１号証第４３ページ左欄最下行～右欄第９
行）。
　さらに、甲第１号証には、甘味閾値以下の濃度（０．０００１％）のソー
マチン溶液を飲んだ後に、渋味物質として紅茶由来のタンニン酸
（０．０２％）の溶液を飲むと、渋味が１／２に感じられ、軟らかくなるこ
とが記載されている（甲第１号証第４３ページ右欄「５．苦味、塩味、酸
味、渋味のマスキング」の項）。しかし、ここで示されている効果は、ソー
マチンを渋味物質と水溶液中で共存させていない場合の効果であって、ソー
マチンを紅茶飲料に甘味の閾値以下の量で共存させた状態、つまり甘味を呈
さない量配合した場合に、紅茶の渋味がマスキングできることは記載されて
いない。
　このように、甲第１号証には、甘味を呈する量のソーマチンに、タンニン
に由来する紅茶の渋味をマスキングする効果があることは記載されているも
のの、ソーマチンを紅茶飲料に甘味の閾値以下の割合で共存させた状態、つ
まり甘味を呈さない範囲の量配合した場合に、紅茶の渋味がマスキングでき
ることまで示されていない。
　さらに、甲第１号証には、ソーマチンについて、ウーロン茶に由来する渋
味やコーヒーに由来する渋味に対するマスキング効果は示されていない。
　そして、甲第２号証～甲第５号証は、それぞれ「糖アルコール」、「グリ
チルレチンモノグルクロナイド」、「ステビア抽出物」及び「アスパルテー
ムの分解生成物」に渋味を抑制する効果があることを開示するものの、「ス
クラロース」に、ウーロン茶、緑茶、紅茶及びコーヒーの渋味をマスキング
する効果があることを記載乃至示唆するものではない。
　甲第２号証は、糖アルコールによる渋味の抑制であって、スクラロースや
ソーマチンといった高甘味度甘味料による渋味の抑制ではない。甲第３号証
には、渋味のマスキングに関して、「グリチルレチンモノグルクロナイド」
を甘味を呈する量用いることで柑橘類の渋味がマスキングできることが記載
されているにすぎない。甲第４号証は、無機電解質陽イオンに基づく苦み、
あく味及び渋味の悪い後味を抑制するものであり、訂正特許発明とマスキン
グする対象の渋味が全く相違する。甲第５号証の「アスパルテームの分解生
成物」は、本質的に甘味がなく、甘味剤として使用されるものではない。
　また、甲第６号証は、「スクラロース」により、コーヒーや紅茶に甘味を
付与する方法が記載されているに留まり、「スクラロース」に、茶、紅茶及
びコーヒーの渋味をマスキングする効果があることを記載乃至示唆するもの
ではない。
　さらに、甲第７号証には、「スクラロース」にフレーバー剤の有する渋味
や不快なオフノートをマスキングする効果があることが記載されているが、
マスキングする対象が、本件特許発明が対象とする茶、紅茶及びコーヒーと
は無関係なフレーバー剤の「苦味」である点において、「スクラロース」の
効果とは異なる効果を開示するものである。
　したがって、甲第２号証～甲第７号証を考慮したとしても、「ウーロン
茶、緑茶、紅茶、及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料」につい
て、「渋味」をマスキングする目的で、甲第１号証に開示される「ソーマチ
ン」に代えて、「スクラロース」を「甘味を呈さない範囲の量であって、且
つ該飲料の０．００１２～０．００３重量％」用いようとする動機付けはな
い。
　また、甘味の閾値以下の微量の甘味剤でウーロン茶、緑茶、紅茶及びコー
ヒーの渋味をマスキングすることは、本願特許出願時の技術常識ではないか
ら、「ウーロン茶、緑茶、紅茶、及びコーヒーから選択される渋味を呈する
飲料」について、「渋味」をマスキングする目的で、甲第２号証～甲第７号
証を考慮し、またこれらを組み合わせても甲第１号証に開示される「ソーマ
チン」に代えて、「スクラロース」を「甘味を呈さない範囲の量であって、



且つ該飲料の０．００１２～０．００３重量％」で用いようとする動機付け
はない。

４　そして、証拠方法として、乙第１号証～乙第４号証、乙第６号証～乙第
２４号証が提出されている。
　なお、乙第５号証は、削除されている（口頭審理調書参照）。そして、乙
第１号証～乙第４号証と乙第６号証は、第１答弁書に、乙第７号証～乙第
１３号証（乙第１２号証には、別紙１～９が添付）は、第２答弁書に、乙第
１４号証～乙第２１号証は、平成２５年２月１５日付け口頭審理陳述要領書
に、乙第２２号証～乙第２４号証は、平成２５年３月２１日付け上申書に、
乙第２５号証～乙第２６号証は、平成２７年１月２６日付け訂正請求書にそ
れぞれ添付されたものである。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　記
乙第１号証　「飲料用語事典」、社団法人全国清涼飲料工業会外１名監修、
　　　　　　株式会社ビバリッジジャパン社、平成１１年６月２５日発
　　　　　　行、表紙、資１１頁、奥付
乙第２号証　「新版　食品化学用語辞典」、岡本奨編、株式会社建帛社　　
　　　　　　、平成８年３月１日、新版第３刷発行）、表紙、第４８－５１
　　　　　　、７６－７７、１０２－１０３、１５２－１５３及び２３０－
　　　　　　２３１頁、奥付
乙第３号証　「食材図典」、小学館、１９９６年３月１日、初版第１０刷発
　　　　　　行、表紙、目次の一部、第２５２－２５７頁、奥付
乙第４号証 「ＪＩＳ　官能評価分析－用語 ＪＩＳ　Ｚ　８１４４：２０
　　　　　　０４」、日本工業標準調査会　審議、財団法人日本規格協会、
　　　　　　平成１６年３月２０日　改正、表紙、第２０－２１頁、奥付
乙第６号証　「精糖技術研究会誌」、精糖技術研究会　精糖工業会技術研究
　　　　　　所編、第２６号、昭和５１年７月１日、表紙、第７～１７頁
　　　　　　、奥付
乙第７号証　「ＪＩＳ　官能検査用語　ＪＩＳ　Ｚ　８１４４－１９９０」
　　　　　　、日本工業標準調査会 審議、財団法人日本規格協会、平成２
　　　　　　年３月１日制定、表紙、２－４頁、６頁、１３－１５頁、１９
　　　　　　頁、奥付
乙第８号証　中川致之、「渋味物質のいき値とたんぱく質に対する反応性」
　　　　　　、日本食品工業学会誌、第１９巻、第１１号、１９７２年１
　　　　　　１月、５３１－５３７頁
乙第９号証　大橋司郎ら、「天然甘味料ソーマチンの風味向上効果」、Ｎｅ
　　　　　　ｗ　Ｆｏｏｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ，Ｖｏｌ．２７，Ｎｏ．３（
　　　　　　１９８５）、表紙、３３－３９頁、奥付
乙第１０号証　「化学総説Ｎｏ．１４　味とにおいの化学」、社団法人日
　　　　　　　本化学会編、株式会社学会出版センター、昭和６０年２月
　　　　　　　１０日、第５刷、表紙、第１００－１０１頁、奥付
乙第１１号証　被請求人の従業者芳仲幸治作成による、２０１２年１０月
　　　　　　　１１日付けの「実験報告書」
乙第１２号証　被請求人の従業者芳仲幸治作成による、２０１２年１０月１
　　　　　　　５日付け報告書、「１９９７年当時に知られていた甘味物質
　　　　　　　について」
　別紙１　１９９７年当時に知られていた甘味物質の調査結果の表
　別紙２　化学総説、Ｎｏ．１４，「味とにおいの化学」、社団法人日本化
　　　　　学会編、株式会社学会出版センター、昭和６０年２月１０日、第
　　　　　５刷、表紙、８５－９５頁、１００－１１９頁、１２２－１２５
　　　　　頁、奥付
　別紙３　月刊「フードケミカル」１９８５年５月号、Ｖｏｌ．１，Ｎｏ．
　　　　　１、（株）食品化学新聞社、表紙、５０－５３頁、１１５頁



　別紙４　月刊「フードケミカル」１９８５年１０月号、Ｖｏｌ．１，Ｎｏ
　　　　　．６、（株）食品化学新聞社、表紙、１０－１３頁、２２－２３
　　　　　頁、２６－２７頁、３２－３９頁、７６－７９頁、９２－９３頁
　　　　　、１２７頁
　別紙５ 「甘味の系譜とその科学」、株式会社光琳、昭和６１年６月２０
　　　　　日、表紙、８４－８５頁、９２－９３頁、１００－１０１頁、２
　　　　　９０－２９１頁、２９６－２９７頁、３０２－３０３頁、奥付
　別紙６　別冊「フードケミカル－４　甘味料総覧」、（株）食品化学新聞
　　　　　社、平成２年１２月２０日、表紙、４－５頁、１４－１５頁、８
　　　　　８－８９頁、１０６－１０７頁、１３０－１３１頁、１３８－１
　　　　　３９頁、１４２－１４３頁、１５０－１５１頁、２１２－２１５
　　　　　頁、２１８－２１９頁、２５３－２５７頁、２８０－２８１頁、
　　　　　２９６頁
　別紙７　季刊化学総説、Ｎｏ．４０　１９９９　「味とにおいの分子認
　　　　　識」、日本化学会編、学会出版センター、１９９９年２月２５日
　　　　　初版発行、２２－２５頁、３０－５７頁、６０－６３頁、６８－
　　　　　６９頁、奥付
　別紙８　Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｅｕｒｏｐ
　　　　　ｅａｎ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｉｅｓ，１９．２．９７　「ＤＩＲＥ
　　　　　ＣＴＩＶＥ　９６/８３/ＥＣ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＥＵＲＯＰＥＡＮ
　　　　　ＰＡＲＬＩＡＭＥＮＴ　ＡＮＤ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＣＯＵＮＣＩＬ
　　　　　」　Ｎｏ　Ｌ　４８／１６～４８／１９
　別紙９　特表平８－５０３２０６号公報
　　
乙第１３号証　２０１２年３月１９日付けのＴａｔｅ＆Ｌｙｌｅ社　日本駐
　　　　　　　在事務所　長谷川朗による、三栄源エフ・エフ・アイ株式会
　　　　　　　社に対する、「１９９７年当時のスクラロースの世界的な使
　　　　　　　用状況について」の問合せ回答（報告書）
乙第１４号証　被請求人の従業者芳仲幸治作成による、２０１３年２月１４
　　　　　　　日付けの「実験報告書３」
乙第１５号証 「新版官能検査ハンドブック」、日科技連官能検査委員会編
　　　　　　　、株式会社日科技連出版社、１９９５年３月７日発行、表紙
　　　　　　　、３９８－４０３頁、奥付
乙第１６号証　小林紀子ら、「新甘味料アスパルテームについて」、精糖技
　　　　　　　術研究会誌第２６号、１９９７年、７－１７頁
乙第１７号証　「利（注：口偏に利）酒の統計的手法（XII）　精神物理学
　　　　　　　的測定法（１）」、佐藤信、日本醸造協會雑誌、Ｖｏｌ．５
　　　　　　　２（１９５７），Ｎｏ．５，ｐ．３６１－３５７、発行年を
　　　　　　　説明する資料（ｗｅｂ）
乙第１８号証　「官能評価分析－方法　ＪＩＳ　Ｚ　９０８０：２００４」
　　　　　　　、日本標準調査会　審議、財団法人日本規格協会、平成１６
　　　　　　　年３月２０日、表紙、６頁、１１－１２頁、２２頁、奥付
乙第１９号証　被請求人の従業者芳仲幸治作成による、２０１３年２月１４
　　　　　　　日付けの「実験報告書４」
乙第２０号証 「新版官能検査ハンドブック」、日科技連官能検査委員会編
　　　　　　　 、株式会社日科技連出版社、１９９５年３月７日発行、表
　　　　　　　紙 、３０１－３０６頁、８４５頁、奥付
乙第２１号証　欧州議会のオフィシャルジャーナル（Ｏｆｆｉｃｉａｌ　Ｊ
　　　　　　　ｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｃｏｍｍ
　　　　　　　ｕｎｉｔｉｅｓ），Ｖｏｌｕｍｅ　４０（１９９７年２月１
　　　　　　　９日発行）の表紙
乙第２２号証　実施例１～４で使用した原料エキスと実験報告書３（乙１４
　　　　　　　）で使用した原料エキスの対比表



乙第２３号証 「カラーイメージで学ぶ　統計学の基礎」、株式会社日本教
　　　　　　　育研究センター、２００６年１０月１６日初版第１刷発行、
　　　　　　　表紙、第６－８頁、奥付
乙第２４号証 「ファーストブック　統計学がわかる」、株式会社技術評論
　　　　　　　社、２０１２年７月１日初版第９刷発行、表紙、第５４－６
　　　　　　　１頁、奥付
乙第２５号証 「新版官能検査ハンドブック」、日科技連官能検査委員会編
　　　　　　　、株式会社日科技連出版社、１９９５年３月７日発行、表紙
　　　　　　　、第２４９－２５２頁、８２９頁、奥付
乙第２６号証　二宮恒彦、「総説　食品の官能検査」、日本食品工業学会誌
　　　　　　　第１６巻　第８号、１９６９年８月発行、第３７２－３７９
　　　　　　　頁 　
　
第６　当審の無効理由に対する判断
＜無効理由１について＞
１　訂正特許発明の「スクラロースを、甘味を呈さない範囲の量であって、
且つ該飲料の０．００１２～０．００３重量％用いる」との特定事項は、第
１訂正請求で訂正された特許請求の範囲の請求項１の「スクラロースを、該
飲料の０．００１２～０．００３重量％の範囲であって、甘味を呈さない量
用いる」との特定事項と実質的に同じ内容を意味していることは明らかであ
る。

２　そして、第１訂正請求を認容した第１次審決に対して訴えた知財高裁平
成２５年（行ケ）第１０１７２号（平成２６年３月２６日判決言渡）の上記
取消判決において、前記第５　１　１－１に示した無効理由１につき、以下
のとおり判示した。

「人の感覚による官能検査であるから，測定方法等により閾値が異なる蓋然
性が高いことを考慮するならば，特許請求の範囲に記載されたスクラロース
量の範囲である０．００１２～０．００３重量％は，上下限値が２．５倍で
あって，甘味閾値の変動範囲（ばらつき）は無視できないほど大きく，「甘
味の閾値以下の量」すなわち「甘味を呈さない量」と
は，０．００１２～０．００３重量％との関係でどの範囲の量を意味するの
か不明確であると認められるから，結局，「甘味を呈さない量」とは，特許
法３６条６項２号の明確性の要件を満たさないものといえる。」

　上記判決は、行政事件訴訟法第３３条第１項の規定により、本件特許無効
審判事件について、当合議体を拘束する。

３　よって、訂正特許発明の「スクラロースを、甘味を呈さない範囲の量で
あって、且つ該飲料の０．００１２～０．００３重量％用いる」との特定事
項において、「甘味を呈さない範囲の量」とは、０．００１２～０．００３
重量％との関係でどの範囲の量を意味するのか不明確であると認められるか
ら、「甘味を呈さない範囲の量」は、特許法３６条６項２号の明確性の要件
を満たさないものといえる。
　
第７　むすび
　以上のとおり、本件特許は、特許法第３６条第６項第２号の規定に違反し
てなされたものであるから、同法第１２３条第１項第４号の規定に該当し、
他の無効理由を検討するまでもなく無効とすべきものである。

　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する
民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。

　よって、結論のとおり審決する。



平成２７年　５月　８日

　　審判長　　特許庁審判官 鳥居 稔
特許庁審判官 山崎 勝司
特許庁審判官 佐々木 正章

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示）　　　　　　　　　　　　　　　
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